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令和元年度東京都地域医療構想調整会議  

在宅療養ワーキング（区中央部） 

 

日 時：令和元年１１月７日（木曜日）１９時００分～２０時３５分 

場 所：東京都医師会 ５階会議室 

 

○久村地域医療担当課長  恐れ入ります。まだお見えでない先生がいらっしゃるんですけ

ど、定刻となりましたので、ただいまより「区中央部、東京都地域医療構想調整会議・

在宅療養ワーキンググループ」を開催させていただきます。  

  本日は、お忙しい中、ご参加いただきまして、まことにありがとうございます。私、

東京都福祉保健局、地域医療担当課長の久村でございます。議事に入りますまでの間、

進行を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。では、着座にてご説明

させていただきます。 

  まず、本日の配布資料でございますが、お手元、次第の下段に配布資料と枠がござい

ますが、こちらに記載のとおりでございます。資料１から資料７まで、それから参考資

料１から３までをご用意しております。資料につきまして、万が一、落丁等ございまし

たら、恐れ入りますが、議事の都度で結構でございますので、事務局までお申し出いた

だければと思います。 

  また、本日の会議でございますが、会議録、資料につきましては公開となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。  

  また、ご発言の際には、マイクをおとりいただきまして、ご所属とお名前からお願い

できればと思います。 

  それから、本日の会議でございますが、こちらのワーキンググループの親会にも当た

ります地域医療構想調整会議の区中央部の座長をお務めいただいております佐々木先生

にもオブザーバーとしてご参加いただいております。きょうは、グループディスカッシ

ョンのほうにもご参加いただいた後、講評をいただくことになっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、まず東京都医師会より、開会のご挨拶をお願いいたします。  

○土谷理事 皆さん、こんばんは。東京都医師会副会長の医療介護福祉担当の土谷です。

夜遅い時間から会議が始まるわけですけれども、皆さん、ありがとうございます。  

  私、ちょっとあんまり多分ディスカッションする時間って結構少ないと思うんですけ

ど、早速なんですけど資料５を見ていただきたいんですね。訪問診療の受療動向データ

とあります。資料５の１ページ目が千代田区、中央区の数字になっています。これは見

方が、いきなり見てもわかりにくいんですけど、上に小さい「患者住所地ベース」につ

いてというただし書きを読まないと、私も意味が最初よくわからなかったんですね。こ

れで千代田区のところをごらんください。真ん中の患者住所地ベースとあります。そこ

に数字がずらっと並んでいるんですけれども、一番最初の行が訪問診療（居宅）とあり

ます。これ、千代田区の絡みの数字を見ると１，３９４とあります。これは、千代田区

に住んでいる人が千代田区の医療機関から受けた数ですね。これが、同一建物の場合は

住所地特例というのあるのでちょっとわかりにくくなるので、こちらの話は今しません。

居宅のほうだけ、いわゆる皆さんが普通に在宅というのをイメージするところになりま

す。そこで、もう一回言いますけど、千代田区の人が千代田区の医療機関から受けてい

るのが１，３９４です。これ総計が千代田区の人が全体でどのくらい居宅の人が在宅を

受けているかというと、一番右側なんですね。総計が３，１４０です。つまり、千代田
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区に住んでいる人、居宅として医療を受けていた人が３，１４０で、そのうち千代田区

の医療機関から訪問診療を受けた人が１，３９４。これパーセンテージで言うと、こっ

ち側に書いてないんですけど、およそ４４％になります。  

  同じことをずっと続けていくとあれなんですけど、次の中央区になります。中央区の

患者住所地ベースの一番上の行、こちらは訪問、ちょっと飛ばすとわからなくなるので

ここは丁寧にお話ししたいんですけど、訪問診療（居宅）、中央区の人が中央区の医療

機関から受けたのが２，９０４ということですね。総計が、中央区の人が全部で４，１

１８人。そのうちのつまりその３，０００人ぐらいなんで、こちらのほうはどのくらい

かというと７０％ぐらいですね。  

  つまり、中央区と千代田区を比べてみると、中央区の人は中央区からの医療機関から

受けているほうが多い、７割受けていると。一方、千代田区においては千代田区の医療

機関から受けているのは４４％しかないということになっているんですね。 

  同様のが、港区、文京区、台東区とやると、実はいずれも７割を超えています。つま

り、こちらの中央区においては千代田区の人が千代田区の医療機関から受けるというの

は、比較でしかないわけですけど、極端に４４％って結構少ないんですよね。これはそ

の数字のデータとして出ているところです。  

  何が言いたいかというと、まずそれがいいのか悪いのかというのもあるし、外の医療

機関が来ても仲よくやっていれば別にいいと思いますし、いや、医療は地産地消だとい

って地元でやったほうが顔が見える関係ができるし、そっちのほうがいいんじゃないか

といって、そっちのほうを進めていくというのでもありだと思います。それについて、

あるいはその実感として、そんなに本当は数字高くないんじゃないのと、いや、もっと

高いんじゃないのとか、そういった実感をこちらで皆さんで議論していただきたいなと

思うんです。数字としてはもうこういう数字が出ているところですけど、それとやっぱ

りデータとそれぞれの感覚というのは結構乖離するところがあるし、もしかしたら数字

以上に実感のほうが正しいこともあるわけです。ですので、そういったところを少し突

っ込んで話していただけたらいいなと思います。  

  ちょっと長くなりましたけど、私からは以上です。よろしくお願いします。  

○久村地域医療担当課長  土谷先生、ありがとうございました。  

  続きまして、本日の座長の先生をご紹介させていただきます。本ワーキンググループ

の座長、加賀医院長の加賀先生にお願いしております。  

○加賀座長 皆様、こんばんは。神田医師会の介護保険を担当しております加賀と申しま

す。 

  皆さん、この顔の見えるというか、この間、先週でしたっけ、佐々木先生がプロデュ

ースしていただいて中央ブロックの理事の皆さんが集まって、ここにいらっしゃる先生

方も何人かいたので、きょうは活発なご意見をいただければと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

○久村地域医療担当課長  加賀先生、ありがとうございました。  

  それでは、以後の進行を加賀先生にお願いいたします。  

○加賀座長 それでは、議事のほうに移りたいと思います。  

  早速なんですけど、今年度というのは東京都から在宅療養に関する地域の状況をテー

マにまず地域の現状を共有して、将来増加するであろう訪問の診療の需要にどのように

対応していくかということを、きょうはグループワークでやりたいと思います。前回は

個別にいろいろやっていたんですけど、今回はグループワークでやろうと思います。そ

の後、活発なご意見を皆さんからいただいて、東京都に議事を説明させていただいて、
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これからのことをちょっと東京都のほうから議事を説明、よろしくお願いします。  

○東京都（中島） 東京都福祉保健局の中島と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  まず、資料２をお開きください。今年度の在宅療養ワーキンググループの目的につい

てでございます。 

  皆様ご存じのとおり、高齢化の進展に伴いまして、今後も訪問診療の需要が増加して

いく見込みというふうになってございます。都におきましても、保健医療計画で２０１

３年の訪問診療の実績と比較して、２０２５年の必要量がおよそ１．５倍となるという

ふうに見込んでいるところです。こうした将来の訪問診療の需要増に地域でどのように

対応していくかというところで、在宅療養に関するデータ、本日もいろいろお持ちして

おりますけども、地域の中で共有していただくとともに、実際の現場の中で日々、皆様

がお感じになられている訪問診療に関する資源の充足状況も踏まえて、今後どのように

取り組んでいくべきか地域の中で検討するということが重要と考えております。そこで、

在宅療養ワーキング、今年度につきましては、在宅療養に関する地域の状況というのを

テーマに、そうした現場での充足状況、将来の需要増に向けた取り組みについて意見交

換をいただきたいと考えております。  

  また、後ほどちょっと説明させていただきますけれども、今回ここのグループワーク

で出たご意見につきましては、東京都が今年度策定させていただく外来医療計画の中に

記載される形となっております。  

  改めまして、今回のワーキンググループの議題でございます。まずは、議題の一つ目

でございますが、資料の（１）をごらんください。  

  意見交換のポイントをア・イ・ウの３点設定しております。先ほど申し上げましたと

おり、地域における在宅療養に関する資源の状況について、訪問診療、在宅診療に関す

る資料を中心に意見交換を行っていただきたいと思います。看護師さんやケアマネジャ

ー様などの多職種のメンバーの方からは、訪問診療について日ごろそういった多職種か

らの視点で見た充足状況についてお話をいただければと考えています。  

  次に、話し合った内容を踏まえて、将来増加する訪問診療の需要に対応していくため

に地域でどのように取り組んでいくべきかご議論いただきたいと思います。  

  それから、最後のウのところにつきましては、これはあればなんですけれども、区中

央部圏域の全体で見て、圏域の特徴であったりとか課題などがあればその場でグループ

ワークの中で意見交換いただきたいということで記載しております。  

  それから、（２）のポータルサイトについてというものでございますが、これは情報

提供として今回の意見交換の終了後に、東京都のほうから紹介をさせていただきたい取

り組みでございますので、後ほどグループワークの後にご紹介させていただきます。  

  今回、グループの編成についてなんですけれども、次の裏面をお開きください。今回、

グループの編成につきましては、資源の状況に関して意見交換を行うということで、区

市町村ごとにご推薦のある方々につきましては事務局のほうでその区市町村のグループ

に入っていただいております。各団体から１名ご推薦という形でご参加いただいており

ます方につきましては、事務局にてその各グループに割り振りをさせていただいており

ます。 

  続いて、グループワークの流れでございますけども、この裏面の４に記載しておりま

すとおりですが、グループワークのお時間、４５分間でございます。その後、各グルー

プから２分程度で発表いただくという形になります。  

  続いて、資料の３をお開きください。こちらは、先ほど申し上げました意見交換の内
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容につきまして詳細を落としたものになります。まず、本日、グループワークを開始し

ましたら、進行役と書記の方、発表役の方をおきめいただきます。進行役の方が中心と

なって意見交換を進めていっていただいて、書記の方は出た意見をその机上のほうに用

意しておりますＡ４の紙にペンで記録していっていただきます。それから、区市町村ご

との意見交換をいただくときに、将来の需要増に向けてどのような取り組みが必要かと

いうところの意見交換の例としまして、この資料の３の下段のほうに（１）②の意見交

換の例というところに記載してございますので、参考としていただきたいと思います。  

  続いて、意見交換で参考にしていただきたいデータとしまして、次の資料４から６を

ご用意しております。 

  まず、資料４のほうですけれども、こちらが２０２５年における在宅医療のサービス

必要量、こちらを記載したものでございます。このデータにつきまして簡単にご説明し

ますと、まず２０１３年の患者住所地ベースの訪問診療の実績、こちらが下段のほうで

９万６，７１２件というふうになっております。その隣の列で訪問診療の２０２５年の

区市町村ごとの必要量となっておりますが、こちらが右側の一番下のほうに都全体で訪

問診療の必要量、２０２５年は１４万３，９２４人となってございます。２０１３年が

９万７，０００人でございますので、おおむね１．５倍の必要量の増加という形になり

ます。 

  続いて、おめくりいただきまして資料５です。こちらの需要動向のデータのほうにつ

きましてですが、資料の見方につきましては先ほど土谷先生のほうから少しご説明をい

ただいたというところもございますのでその見方のほうについては割愛させていただく

んですけれども、今回のデータにつきましては、昨年度、同じ資料をお配りしておりま

して、そのときから、すみません、ちょっとデータの時点更新のほうは厚労省からのデ

ータがまだ提供されていないものですから、その昨年度と同様、平成２８年度のデータ

を使っております。在宅患者訪問診療料のレセプト枚数で、国保分と後期高齢者分が含

まれた全体の数値という形になってございます。この資料でそれぞれ患者さんの流出入

としてまとめてございます。  

  それから、資料６をお開きください。在宅療養に関するデータの一覧となってござい

ます。 

  １枚目の在支診、それから在支病の数、次のページが訪問診療を実際に実施していた

だいている診療所の数といった形でそれぞれまとめてございます。こちらも昨年度おつ

けしておりましたデータでございますが、こちらのほうにつきましては厚労省のほうか

ら今年度データ提供がございましたので、事前更新をさせていただいております。 

  それから、参考資料１と２もお配りしておりまして、こちらは昨年度のワーキンググ

ループの結果をまとめてございますので、後ほどごらんいただければと思います。  

  それでは、続きまして、先ほど少しお話しさせていただきました外来医療計画につき

まして、簡単にご説明させていただきたいと思います。資料７－１をお開きいただけま

すでしょうか。 

  この外来医療計画の中で、今回ワーキンググループの中でいただいた主な意見のほう

を記載させていただきたいというふうに考えておるんですが、まずその前に外来医療計

画とはというところで少し簡単にご説明させていただきたいと思います。  

  今回の外来医療計画、そもそもの策定の経緯なんですけれども、平成３０年に医療法

が一部改正されまして、医療計画の中に定める事項として新たに「外来医療に係る医療

提供体制に関する事項」というものを追加することとされました。そのため、この外来

医療計画の性格としましては、東京都の保健医療計画、平成３０年３月改定の現行の東
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京都保健医療計画に追補をするものという位置づけになっております。計画期間につき

ましては、今年度中に計画を策定いたしまして、令和２年度からの４年間を最初の計画

期間とすることとされております。  

  続きまして、外来医師偏在指標とはというところで、この指標につきましては、医師

の性別・年齢分布、患者の流出入といったような要素を勘案した人口１０万人当たり診

療所医師数から算定される指標となっておりまして、この指標の中には病院の医師数と

いうのは含まれないということになっております。また、この指標は国のほうで全国の

保健二次医療圏ごとに算出して各自治体に通知されることとなります。そして、外来医

師偏在指標の値が全国の３３５圏域の中で上位３３．３％に該当する二次医療圏を外来

医師多数区域と指定されることとなります。国としてはこの外来医師多数区域であると

いうことを新規開業者の方に情報提供することで、開業者自身が既にその地域には診療

所が過当競争の状態にあるということを判断して、多数区域ではない別のところに場所

を変えて開業してみようといった行動変容を促すということで、診療所の偏在の是正に

つなげていきたいというのが目的となっています。ですので、国としても開業の自由は

保障されていて、開業を制限されるもの、あるいは開業規制を行うものではないという

ことを強調されております。  

  次に、記載事項という項目をごらんください。  

  記載事項の国が求める記載事項の中でも、「外来医療機能の偏在・不足への対応」と

いう項目の下にさらにひし形で三つの項目を示しています。このうち、真ん中の「二次

医療圏ごとに不足する外来医療機能の検討」というところが示されてございまして、こ

の中でその下に例示されているような休日・夜間の初期救急、在宅療養、学校医・産業

医などの公衆衛生などの状況について地域ごとに記載していくこととなっています。  

  今回、その外来医療計画というこの計画の中での外来というものが何なのかというと

ころなんですけども、これにつきましては、この計画上は外来というのを入院以外の医

療を指すというふうに提示されてございます。  

  そこで、今回この在宅医療ワーキンググループの議事にございます在宅療養に関する

地域の状況のグループワークの中で出された主なご意見、こちらを計画の中に盛り込ん

でいきたいと考えております。いただいたご意見につきまして、どのような形で計画の

中に反映するかというところなんですけども、続いて資料の７－２をご用意いただけま

すでしょうか。黒いクリップどめでとめてございます資料でございます。こちらが現在

策定を進めております外来医療計画の素案でございまして、この素案の２１ページをお

開きください。 

  こちらが圏域ごとに記載することとなっておりまして、その中の２９ページ、さらに

お開きいただけますでしょうか。現時点では、この「地域医療構想調整会議で出された

意見」というページのところに丸が並んでいるだけでございますけども、今回の在宅医

療ワーキンググループ、それから地域医療構想調整会議、親会のほうですね、において

いただきましたご意見をまとめて圏域ごとに書き込んでいきたいと考えております。  

  以上になります。 

○加賀座長 ありがとうございました。  

  今これで東京都のほうの説明は終わりでしょうか。何か東京都の説明のほうでご質問、

ご意見ありましたでしょうか。  

  はい、どうぞ。 

○松本委員 資料５ですけれども、これは一人の患者さんに例えば在宅で末期だとすると、

例えば週に２回行って月８回になりますけど、これも８件としてカウントされるんです
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か、それともこれは１患者さんとカウントされているんですか。ちょっと中央区の件数

が多い気がして、例えばこれは在宅に実際行った月の回数をカウントされているんじゃ

ないかなというふうに思ったんですけど。 

○東京都（中島） すみません。よろしければ資料５の一番最後のページをお開きいただ

けますでしょうか。ここで国のほうのツールを活用しまして、こちらのデータをつくっ

ておりまして、このデータ自体は国のほうのマニュアルの中では平成２８年度の在宅患

者訪問診療料算定レセプト枚数となってございます。なんですけれども、単位が件数な

のか枚数なのか回なのかというところがちょっと、ごめんなさい、正確に確認をさせて

いただきたいと思います。申しわけございません。  

○加賀座長 ほかに何かご意見がございますでしょうか。  

  じゃあ、それでは早速グループワークを始めたいと思います。今回のグループワーク

について私も参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。ＡからＥのグ

ループ、五つのグループでいろんなご意見をやっていただきたいと思います。早速もう

始めてよろしいでしょうか。  

  それじゃあ、グループワークを始めさせていただきたいと思います。  

（グループワーク） 

○加賀座長 そろそろもう時間になりました。いろんな議論を皆様なさっていると思いま

すけど、一つのグループで大体時間がないので２分前後で発表していただきたいと思い

ます。 

  Ａグループからいきたいと思いますけど、２分ぐらいで。  

○佐藤委員 千代田区在宅支援課長の佐藤と申します。よろしくお願いします。  

  Ａ班では、一番大きく出た話題として在宅医の少なさということがございました。数

字でも出ているんですけど、看取りの数が２という数字が先ほどの資料に出ておりまし

て、数字と実感の違いみたいなことをちょっと先ほどお話ありましたので、そういう意

味ではもっと本当は多いのではないかという実感だという、話題になりました。千代田

区の地域特性として、かかりつけ医を担う診療所が少なく、ビルの在勤者向けの診療所

が多く、訪問、訪看等は多いんですけれども要介護認定を受けた方というのは２，００

０人少しということですので、少ない利用者さんを例えば区外のスーパー訪看みたいな

ところが入ってきて、チームで面倒を見るみたいなパッケージ型の訪看みたいなところ

が、地道に活動されているかかりつけ医の先生方の質とは、ちょっと異なるビジネス的

な考え方でお仕事をされているというような状況もあって、そういったところは質を担

保するという意味ではどういうふうに取り組んでいったらいいのかという課題が上がり

ました。 

  あとは、病院で言えばベッドコントロールがなかなか大変であって、その病院から退

院して在宅につなぐ部分というのも、間に包括が入りますのでその包括がつなぎやすい

ところになってしまいがちだということがありました。  

  以上でございます。 

○加賀座長 ありがとうございました。  

  それでは、Ｂグループの方、よろしくお願いします。  

○玉寄委員 Ｂグループです。日本橋医師会の玉寄です。  

  まず一つは、区中央部の中で、やっぱり台東区、文京区と千代田区、それと我々中央

区、港区。この五つの中でもやはり全然、人口とか高齢化率が違うので、一緒くたに話

をすることはできないんですが、メンバーがほとんど中央区でしたので中央区に関して

言うと、中央区の中でもいわゆるお年寄り相談センターが管轄している日常生活圏域が
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三つ分かれているんですが、月島地区と日本橋地区と京橋地区、この三つでもまたちょ

っと地域特性があって、なかなか中央区だけで一つの解決策というのはちょっと難しい

ところがあります。月島地区はどんどん人口がふえて、今、高齢者が１万人近くいます

けど、日本橋地区は五、六千人ぐらいしかいないんで２倍近くの違いがあるんですね。

だから、一概にちょっと結論は難しいですね。 

  あと、なかなか日本橋地区では在宅療養をする先生が少ないのは、需要が少ないこと

もありますし、夜間や休日のバックアップ体制がないとなかなか精神的にちょっと負担

で、在宅をやりましょうという先生が医師会の中でもふえてくれない。逆に事業所が多

いものですから、産業医になりたがる先生は非常に多いんですね、都心は。だから、こ

ういうちょっとほかの地区とは違う問題があります。  

  あと、高齢者の問題だけじゃなくて、どんどん都心に若い夫婦がふえてきて、小児の

医療が非常に今、手薄になって、学校への配置医とか認可外保育をやってくれる医師の

先生が少なくて、非常に医師会は困っていますという感じです。 

○加賀座長 ありがとうございました。  

  それでは、Ｃグループの方、発表をお願いいたします。  

○山本委員 Ｃグループでは、まず一つは在宅医と病院の医者のほうとの連携というのが

ちょっと、実際の顔と顔の見える連携というのが少ないんではないかなというところが

あります。でも、実際にはその医療連携室ですとか、訪問看護ステーションがコンタク

トがありますので、そういうところを介して実際に病院から在宅医をお願いする場合に

は困ることはないんですけれども、実際の連携というのがちょっと足りないのかなとい

う印象があります。そういうのはスタッフの勉強会とかを通じて、やっていく必要があ

るのかなと。 

  あとは、港区に関して言いますと、ちょっと訪問看護ステーションが少ないという現

状ですとか、あとは訪問看護をするナースの数というのが少ないと、そういうことが問

題に上がりました。 

  あと、薬局に関してですけど、薬局も数は充足しているわけですが、在宅を支援する

その支援状況というのが十分かどうかという問題もありました。  

  あとは、その在宅に関しては。病院側がサポートしたらば専門性のあるような皮膚科

ですとか眼科ですとか、そういうところを何とか支援するような形がとれればいいんで

すけれども、なかなかそういうところも病院のスタッフの問題で今のところは難しいと

ころがあると、そういうところもこれからの課題かと思います。  

  以上です。 

○加賀座長 ありがとうございました。  

  それでは、Ｄグループの方、お願いいたします。  

○大森委員 Ｄでは、東京都老健施設協会を代表しまして大森が発表させていただきます

が。 

  私たちは主に文京区、地域は文京区のほうについて討議いたしました。表５、この見

方がはっきりわかっているわけではないんですけれども、訪問診療が９，２５２という

のが多いと思う先生もそうでない先生もおりましたが、近隣区は当然のことながらこう

いうデータがあっていいと思いますが、埼玉県、千葉県、神奈川県までこの訪問診療が

行っているというのは、どうしてなのかというのはちょっと疑問に残りました。  

  また、今後、地域で取り組むことということで、訪問診療、これからどんどん、さっ

きのデータでもありますように、今後１．５倍ぐらいにふえていかなければいけない。

そのときに在宅診療が実際に今後できていくのかということで、開業医の先生の高齢化
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があります。そういうことによって、なかなかふえていかないんではないか。また、若

い先生はどっちかというと、大学の病院にずっと勤めているということがあります。ま

た、主治医の先生でも、この在宅医療でも高度医療を求める患者さんが出てきた場合に、

普通の開業医ではちょっとできない、そういう装置とかありませんのでなかなか難しい

ということで、後方支援の診療所等、病院等が連携していかないと難しくなっていくん

ではないかというふうになっております。  

  また、今後、若い先生にも在宅医療、在宅診療について研修していただきながら、一

緒に訪問しながら興味を持っていただいてこの訪問診療につなげていくということが必

要になっていくんではないかというふうに思いました。  

  また、この我々の中央部の医療圏での特徴ですけれども、６５歳以上、これ２ページ

になりますけれども、６５歳以上の人口１０万人に対する一般診療所がやっぱり１２７

と断トツに多いのと、これはすみません、１ページ目、この在宅支援の支援診療所も９

５と今、断トツで多く、そして４ページ目ですけど、この看取りの件数も多いという、

やはりこれだけ高齢者に対する訪問診療をする診療所が多いのでこの看取りがしっかり

できているんじゃないかというふうに推測いたしました。 

  以上でございます。 

○加賀座長 ありがとうございました。  

  最後に、Ｅグループの方、発表をお願いいたします。  

○藤原委員 台東区立病院の藤原といいます。よろしくお願いします。  

  台東区の現状に関しては、肌感覚としては基本的には在宅診療をしようと思っても、

スムーズに在宅医につなげられているというような感覚で、現在の資源としては充足し

ているんではないかというような感覚でおります。今後に関しても、試算でも台東区に

関しては、東京都全体で１．５倍に在宅の需要が伸びるということなんですけれども、

台東区に関しては数字上ですけど１．１倍ぐらいということで、今の資源が続けばそれ

ほど数としては余り問題ないんじゃないかということでした。ただ、新しい開業される

先生が在宅を希望する先生が少ないということで、今後その在宅の施設のほうも高齢化

が進んでしまったときに資源が減ってきてしまうんではないかというおそれはちょっと

あるということでした。 

  台東区に関しては、先ほどの資料にありましたとおり、居住地ベースでは多くの割合

を台東区内で賄っているわけなんですけども、同一建物の数値を見ると台東区外からの

先生が賄ってくださっているということで、今後その施設に関しては台東区内の区内で

どう賄っていくかは考えなくてはいけないという声がありました。  

  今後、地域で取り組むことということに関しては、台東区の場合は急性期医療に関し

ては台東区外に出る患者さんがかなり多くて、それから帰ってきて在宅ということにも、

当然数は多いんですけど、そのときに患者さんとかかりつけ医の情報のきずなというん

ですかね、帰ってくるときに違う先生に帰ってきてしまうとか、そういうことが数多く

あるということなので、その情報のひもづけというんですかね、そういうのをつくって

いければいいんじゃないかなというふうには提案が出ておりました。  

  台東区では連携シートというのを使って、台東区内の病院に入院するときには情報連

携シートというのを必ず持っていくようになっているんですけども、ほかの区でもそう

いう取り組みがあるというふうに伺っておりますので、ほかの区とも連携して情報のや

りとりがスムーズにできればいいんじゃないかなというふうに考えられました。区域全

体というような情報に関しては、先ほど言いました患者さんの移動情報のひもづけ、や

りとりというのがスムーズにできれば、今後また在宅も継続した在宅診療ができるんじ
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ゃないかなというふうに考えられました。 

  以上です。 

○加賀座長 ありがとうございました。  

  やはり各地域によってその在宅医療というのはそれぞれ違っていますけど、先ほども

ちょっとＡグループでも話したんだけども、やっぱり在宅医の高齢化、そして若い先生

たちがそういった在宅支援診療所をなかなかやっていただけないというようなこともあ

ります。そしてまた、この間も東京都医師会で平川先生や西田先生ともお話ししたんで

すけど、医師会に入ってない若い人たちのグループが在宅専門にやって、それがどんど

んサテライトをつくってきて医師会と関係なくやっているという、そういう問題も随分

出てきているようなので、その辺ももう一回、各地域に帰っていろいろと相談してみた

いと思います。 

  私からは以上ですので、続きまして、東京都から多種職の連携、ポータルサイトにつ

いての情報提供がありますので、お願いいたします。  

  紙ベースで、皆さん、入っていると思いますんで、そちらのほうで説明をお願いいた

します。 

○東京都（中島） それでは、失礼いたしました。東京都多職種連携ポータルサイトの概

要という参考資料３をお開きいただけますでしょうか。すみません。  

  この在宅療養ワーキンググループ、先ほど情報共有につきまして台東区のチームのほ

うからもお話がございましたように、ＩＣＴを活用した情報共有に関しましては親会の

調整会議のほうでもさまざまな課題が挙げられておりまして、例えば各地域でこのよう

な違うシステムを使っているということで、業務が煩雑になるということですとか、導

入はしたんだけどもなかなか利用が進まないんだよねというような課題やご意見をいた

だいたところでございます。そうした皆様のご意見を踏まえまして、現在、東京都医師

会様と一緒に検討しておりますのが、こちらの参考資料３にございます多職種連携ポー

タルサイトの取り組みでございます。  

  具体的な仕組みのほうをちょっと紹介させていただきたいんですが、１枚おめくりい

ただきまして裏面をごらんいただけますでしょうか。  

  「多職種連携タイムライン」というものが、まず一つ機能でございます。この真ん中

の図をごらんいただきたいんですけれども、この中で現在、地域で使われている多職種

連携システムといいますのが、Ａ・Ｂ・Ｃというふうにしておりますが、いわゆる皆様

ご存じのメディカルケアステーションですとか、あるいはカナミックというものになり

ますけれども、自分のアカウントの中でこれらのＡ・Ｂ・Ｃのこのシステムの中で情報

の更新があったときに、この真ん中のタイムライン①というこちらでもその情報の更新

が反映されるというような形になります。更新された内容を確認したいという場合には、

タイムライン上のこの黒い指が置いてあるところがありますけど、ここの更新情報のと

ころをクリックすると、自動的に各システムの患者さんの部屋のほうに移行してそこで

詳細な情報が見られるという形で、スムーズに患者情報にたどり着けるような機能とな

っております。これによって、例えば複数の地域と連携が必要になってくるような病院

さんでも、情報を取得する際に煩雑化が軽減されて、より病院の中でのＭＣＳとかカナ

ミックですとかといったようなシステムの導入が促進されて、地域の医療関係者の方々

と病院のＩＣＴを使った情報共有の充実につなげられればというふうに考えています。  

  それから、続いて２枚目をお開きください。「転院支援サイト」でございます。 

  こちらの二つ目の機能になりますけれども、概要としましては転院患者さんのいる病

院と受入側となる病院の双方で、受入患者さんのマッチングを行うという仕組みでござ



－10－ 

います。この資料の中で、まず①のところですが、受入の候補となる病院をこのシステ

ムの中で検索いたします。そうしますと、受入側の病院の候補が一覧で、ばーっと出て

くるという形になります。その後、転院患者さんがいる転院元の病院のほうが、受入予

定の患者さんの情報をシステムの中で受入候補として出てきた病院と共有するというこ

とができます。ここで出てきた受入側病院、四つ出てきていますけれども、この検索結

果から転院調整したいなという病院に対して、転院元の病院のほうからアプローチする

ということができます。そのアプローチに対して、受入側の病院のほうが個別調整でき

ますよという旨の返答をシステムの上で行うことができるという形です。また、この受

入側病院として候補で出てきた病院なんですけど、その病院から転院元の病院のほうに、

その患者さんを受け入れられるよというようなことをアプローチするというようなこと

も可能な仕組みとなっています。その後、それぞれの転院の詳細な条件といったものを

個別調整しまして、マッチングが成立するという流れになります。 

  この二つの機能をポータルサイト上でつくりまして、地域のシステムですとかポータ

ルサイトを病院の方々とぜひお声がけをいただきたいということ、もちろん地域の医

療・介護関係者の方々にもお声がけをいただきたいということで、ＩＣＴを活用した地

域と病院との連携の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。  

  資料の説明は以上でございます。  

○加賀座長 申しわけありません。ちょっとスライドのほうがとまっちゃって。何か今の

説明に関して、ご意見、ご感想がある方ありますでしょうか。 

  では、特にありませんでしたら、時間も迫ってまいりました。  

  じゃあ、最後に東京都医師会のほうから本日のご講評をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。  

○土谷理事 東京都医師会の土谷です。きょうはどうもありがとうございました。やっぱ

り地域ごとに違うんだなということを改めて思いましたし、その区の内部でもさらに違

うということに改めて考えさせられたところです。 

  私がお話ししたいのは、最初に冒頭に話しましたように、自分たちの地元の人たちが

地元を診る、地元じゃない人が診るというふうに、ちょっとホームとアウェイの話を強

調してしまったところなんですけれども、医師会に属さない人たちもやっぱり医療を提

供している人たちではあるわけですよね。これまでよく言われるように顔の見える関係

と言ってきましたけど、顔が見えなくても連携していかなきゃいけないのは事実だと思

います。みんな仲よくといいますか、顔が見える人たちだらけになることは、それはや

っぱり無理だと私も思っています。もしかしたら、これからは顔が見えない人とどうい

うふうに、あるいは自分たちの地元じゃない人たちと、どういうふうに連携しておいか

なきゃいけないのか。もちろん地元の中で顔が見えて、仲よくやっていくということが

やりやすいのかもしれませんけど、そうじゃない人たちともどうやって連携していくの

かというのがまた大きな課題になってくるのかなと思いました。  

  私からは以上です。 

○加賀座長 ありがとうございました。  

  それでは、本日、オブザーバーとしていらっしゃっていただきました浅草医師会の佐々

木先生、会長にちょっと一言お願いいたします。  

○佐々木委員  浅草医師会の佐々木でございます。私、区中央部の地域医療構想の座長を

させていただいている関係で、ここでオブザーバーとして参加をさせていただきました。

また、東京都医師会で地域医療担当の理事もさせていただいております。  

  きょうの話で、やはり今、土谷理事がおっしゃったように、中央ブロック内において
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も充足しているというところもあるし足りないんだというところもありますし、これは

地域医療構想の話で病院の病床機能も各区域によってかなり違うと、こういう小さい二

次医療圏の中でも違うというのはいろんなところでお話が出ているところだと思います。 

  それから、あともう一つあったのは、先ほど病院から在宅へ帰ってくるときのかかり

つけ医に戻ってこないところの問題。これも実は調整会議のほうでもたびたび問題にな

っておりまして、その情報のリンク切れをどういうふうに減らしたらいいのかというこ

とも問題になっておりました。それの解決策の一つが、紙ベースのいろんな連携シート

のフォーマットを全体で統一して使っていくということもあるでしょうし、あとは、や

はりこれからはＩＣＴの連携、東京都医師会が主導して東京総合医療ネットワークとい

う病院間のネットワークがこれから構築されていきますし、あと、ポータルサイトとい

ってＭＣＳやカナミックなどを一元的に扱えるようなことになっていく。最終的には、

その総合医療ネットワークとポータルサイトがくっついて、病院とかかりつけ医の連携

もとれてくるという形になれば、そういう情報のリンク切れも防げるんだろうなという

ふうに思いますので、そういう活用が進んでいけばいいなと思います。  

  それからあと、先ほど若いドクター、開業するドクターがなかなか在宅医になってく

れない、この今やっている先生方が高齢化していってこれから需要が足りていくのかと

いうお話がありましたけども、それを考えるのがこの資料７－１にある外来医療計画で

して、地域に必要な、先ほど話のあった在宅医、それから学校医、園医、それから耳鼻

科や皮膚科のようなマイナーな科とか、そういうことを地域医療で担う先生方をどうや

って地域で確保していくのかということを考えていくのが、この外来医療計画になって

おります。必要な地域医療を担う先生方を確保するために、行動変容を促していっては

どうかというような話になっておりますので、そういうことも本当に必要なのか、それ

とも余りそういうことは必要ではないのかということも、これから皆さんで考えていか

なければいけないことだろうなと思います。  

  きょうは本当に現場の先生方と本当肌感覚を聞く機会ができて、大変有意義な機会だ

と思いました。どうもありがとうございました。  

○加賀座長 佐々木先生、ありがとうございました。  

  それでは、本日予定されていた議事は以上となります。  

  それでは、事務局にお返しいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○久村地域医療担当課長  長時間にわたりご議論いただきまして、またさまざまな貴重な

ご意見を伺いまして、ありがとうございました。今回の議論の内容につきましては、先

ほど事務局からも説明いたしましたが、佐々木先生からも話がありました、今作成を進

めております外来医療計画のほうに記載をさせていただくということになります。また、

ちょっと来年度が保健医療計画の在宅医療部分の見直しの時期に当たっておりますので、

こちらの見直しの検討の参考にもさせていただきたいというふうに考えておりますので、

ありがとうございました。  

  それでは、以上をもちまして本日の在宅医療ワーキンググループを終了とさせていた

だきます。改めまして、本日はまことにありがとうございました。  


